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１ 名称 

鹿児島市立病院 歯科医師臨床研修プログラム 

 

 

２ 理念・基本方針と特色 

(1) 理念・基本方針 

多様な歯科医療ニーズに対応できる基礎臨床能力と、歯科医師として充分に社会貢献の出来る

全人的医療を身に付けた臨床医を育成することを理念とし、多様な患者ニーズに対応できるよう、

診療に関する必要な基本的知識、技能及び態度の修得を基本方針とする。 

 

(2) 特色 

患者中心の全人的医療を理解し、全身状態にも配慮できる幅広い医療知識をもとに基本的診療

能力を身につける。総合病院の歯科口腔外科として、救命救急センターでの口腔疾患の対応、全

身麻酔時の歯科麻酔医によるマスク換気・気管内挿管実習、外来で併存症のある周術期口腔機能

管理の医療面接、入院患者の治療体験による院内他科、他職種間と連携した診療を実践する。地

域包括ケアの理解のために、希望者には離島歯科診療も体験し、在宅患者にも対応できる歯科診

療の基礎を体験・実践するプログラムである。 

 

 

３ 臨床研修施設の構成・担当分野及び研修実施施設の概要等 

(1) 臨床研修施設の構成・担当分野 

  ① 管理型臨床研修施設 

    鹿児島市立病院（担当分野⇒地域医療、地域保健、訪問歯科を除く全般） 

  ② 研修協力施設（鹿児島市保健所）及び協力型（Ⅱ）臨床研修施設（鹿児島県歯科医師会立口

腔保健センター） 

    鹿児島市保健所（担当分野⇒地域医療、地域保健） 

    鹿児島県歯科医師会立口腔保健センター（担当分野⇒地域医療、訪問歯科、障害患者対応） 

 

 (2) 研修実施施設の概要等 

  ① 鹿児島市立病院 

   (ｱ) 所在地：鹿児島市上荒田町３７番１号 

         TEL ０９９-２３０-７０００、FAX ０９９-２３０-７０７０ 

         http://www.kch.kagoshima.jp/ 

   (ｲ) 院 長：坪内 博仁 

   (ｳ) 沿革及び特徴 

     昭和１５年４月に鹿児島市立診療所として発足後、昭和２０年４月に鹿児島市立病院に改

称し、昭和２３年１０月に加治屋町に移転した。病床数は１６０床。 

     昭和６０年に救命救急センターを開設。重篤救急患者の救命医療を２４時間体制で行って

いる。 

平成１９年１１月に総合周産期母子医療センターを開設。母体、胎児及び新生児に対し、

一貫した２４時間体制での周産期医療を行っている。 

平成２０年１月には、発症直後の超急性期の治療も行える脳卒中センターを開設した。 

平成２２年５月には、２度目の自治体立優良病院の総務大臣表彰を受け、同年１１月には、

病院機能評価の認定を受けた。 

平成２３年１２月に当院を基地病院とする鹿児島県ドクターヘリの運航を開始し、平成 

２６年１０月には、ドクターカーの運用も開始した。 

平成２７年５月、施設の老朽化や狭隘化に伴い加治屋町から上荒田町に移転し、診療科目

２８科、病床数５７４床で開院した。 

../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/KCH-WANB-017/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/O2WI265E/　　http:/www.kch.kagoshima.jp/
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平成２９年４月には内視鏡による診断及び治療をより先進的・効果的に行うために、先進

内視鏡診断・治療センターを開設した。 

平成３１年４月には、診療科の再編を行い診療科目３２科とし、新たに緩和ケアセンター

及び総合診療部を開設した。 

令和２年４月には、緩和ケアセンター、がん相談センター及び院内がん登録室を一体的に

組織したがん治療支援センターを開設し、地域がん診療連携拠点病院（高度型）の指定を受

けた。 

当院は地域の中核的医療機関として、総合的な診療機能に加え、周産期や救急など、高度

で専門的な第三次救急医療を提供する役割を担っている。今後も医療技術の向上に努めると

ともに、安定経営に向けた取り組みを推進し、安心安全な質の高い医療を提供していく必要

がある。 

   (ｴ) 理念 

安心安全な質の高い医療の提供 

   (ｵ) 基本方針 

a．救急医療、成育医療及びがん診療を柱に、高度で専門的な医療を提供します 

b．患者や家族に寄り添い、安全で信頼される医療を提供します 

c．地域医療機関との連携を進め、地域医療の充実に努めます 

d．職員の教育、研修及び研究を奨励し、医療水準の向上に努めます  

e．ワークライフバランスに留意し、やりがいと充実感の持てる職場づくりに努めます 

f. 健全経営に努め、医療ニーズに応え絶えず進化する病院を目指します 

   (ｶ) 病床数 

     ５７４床（一般５６４床、感染症６床、歯科口腔外科４床） 

   (ｷ) 診療科 

全３３科 

      内科、糖尿病・内分泌内科、血液・膠原病内科、腎臓内科、脳神経内科、消化器内科、 

循環器内科、呼吸器内科、腫瘍内科、リウマチ科、小児科、新生児内科、精神科、 

放射線科、消化器外科、心臓血管外科、呼吸器外科、乳腺外科、小児外科、整形外科、 

形成外科、脳神経外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、 

リハビリテーション科、麻酔科、救急科、病理診断科、歯科、歯科口腔外科 

   (ｸ) 患者数（令和４年度実績、歯科及び歯科口腔外科の患者数） 

     入院患者数   年間   １９４人、１日平均 １人 

     外来患者数   年間１１，４００人、１日平均４７人 

   (ｹ) 歯科医師数（令和５年４月１日現在） 

     常 勤 医  ３人 

(ｺ) 研修施設等指定の状況 

  日本口腔外科学会認定研修施設 

  日本有病者歯科医療学会認定研修歯科診療施設 

  救命救急センター 

  総合周産期母子医療センター 

  脳卒中センター 

  小児救急医療拠点病院 

救急告示病院 

  地域がん診療連携拠点施設 

  地域医療支援病院 

基幹災害拠点病院 

  ＤＭＡＴ指定病院 

  鹿児島県ドクターヘリ事業基地病院 

  鹿児島市高度救急隊（ドクターカー）事業基地病院 

厚生労働省臨床研修指定病院 

     日本救急医学会救急科専門医指定施設 

     日本航空医療学会認定制度認定指定施設 
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外国医師・外国歯科医師臨床修練指定病院 

     日本内科学会教育病院 

     日本神経学会教育施設 

     日本感染症学会認定研修施設 

日本呼吸器学会関連施設 

     日本血液学会専門医研修施設 

     日本糖尿病学会認定教育施設 

     日本認知症学会専門医教育施設 

     日本消化器内視鏡学会指導施設 

     消化器がん検診精密検査医療機関 

日本循環器学会循環器専門医研修施設 

日本心血管インターベーション学会研修施設 

     日本小児科学会専門医制度研修施設 

     日本外科学会専門医制度修練施設 

日本消化器外科学会専門医修練施設 

日本整形外科学会認定医制度研修施設 

     日本形成外科学会専門医研修施設 

     日本熱傷学会熱傷専門医認定研修施設 

     日本脳神経外科学会専門医認定制度指定訓練場所 

     日本脳卒中学会専門医認定制度研修教育病院 

     日本頭痛学会認定研修教育施設 

     日本小児外科学会認定医制度教育関連施設 

     日本皮膚科学会認定専門医研修施設 

     日本泌尿器科学会専門医教育施設 

     日本産科婦人科学会専門医制度専攻医指導施設 

     日本婦人科腫瘍学会専門医研修施設 

     母体保護法研修指定医療機関 

日本周産期・新生児専門医制度（母体・胎児専門医）基幹研修施設 

日本周産期・新生児医学会専門医制度（新生児専門医）基幹研修施設 

     日本眼科学会専門医制度研修施設 

     日本耳鼻咽喉科学会専門医研修施設 

     日本頭頸部外科学会認定頭頸部がん専門医研修施設 

日本気管食道科学会認定気管食道科専門医研修施設 

日本医学放射線学会放射線科専門医修練機関 

日本放射線腫瘍学会認定協力施設 

日本有病者歯科医療学会認定研修歯科診療施設 

     日本がん治療認定医機構認定研修施設 

     日本麻酔科学会麻酔科認定病院 

     日本麻酔科学会麻酔指導病院 

     日本病理学会認定病院 

     日本臨床細胞学会認定施設 

     薬学教育協議会薬学生実習受入施設 

     鹿児島大学医学部保健学科理学療法士臨床実習指定病院 

日本プライマリーケア学会認定医研修施設 

日本栄養士会全国病院栄養士協議会管理栄養士初任者臨床研修指定病院 

日本肝臓病学会認定施設 

日本呼吸器外科専門医合同委員会認定関連施設 

日本呼吸器内視鏡学会気管支鏡認定施設 

日本消化器病学会認定施設 

日本乳癌学会専門医制度関連施設 

日本乳房オンコプラスティックサージャリ―学会乳房再建用エキスパンダー 
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/インプラント実施認定施設（一次一期・一次二期・二次再建すべて） 

     日本集中治療医学会集中治療専門医研修施設 

地域がん診療連携拠点病院（高度型） 

     特定行為研修指定研修機関 

     管理型歯科臨床研修施設 

  ② 鹿児島市保健所 

   (ｱ) 所在地：鹿児島市山下町１１番１号 

         TEL ０９９－８０３－６８４２、FAX ０９９―８０３－７０２６ 

   (ｲ) 所 長：新小田 雄一 

  ③ 鹿児島県歯科医師会立口腔保健センター 

   (ｱ) 所在地：鹿児島市照国町１３番１５号 

         TEL ０９９－２２６－５２９１、FAX ０９９―２２３－６０７９ 

   (ｲ) 会 長：伊地知 博史 

 

 

４ 目標 

このプログラムの目標は、厚生労働省が示している「臨床研修の到達目標」に掲げる行動目標及

び経験目標を高いレベルで満たすことにある。 

 

(1) 歯科医師としての基本的価値観 

① 社会的使命と公衆衛生への寄与 

【一般目標】  

社会的使命を自覚し、説明責任を果たしつつ、社会の変遷に配慮した公正な医療の提供及

び公衆衛生の向上に努める。 

② 利他的な態度 

【一般目標】  

患者の苦痛や不安の軽減と福利の向上を最優先するとともにＱＯＬに配慮し、患者の価値

観や自己決定権を尊重する。 

③ 人間性の尊重 

【一般目標】 

患者や家族の多様な価値観、感情、知識に配慮し、尊敬の念と思いやりの心を持って接する。 

④ 自らを高める姿勢 

【一般目標】 

自らの言動及び医療の内容を省察し、常に資質・能力の向上に努める。 

 

(2) 資質・能力  

① 医学・医療における倫理性 

【一般目標】 

診療、研究、教育に関する倫理的な問題を認識し、適切に行動する。  

② 歯科医療の質と安全の管理 

【一般目標】 

患者にとって良質かつ安全な医療を提供し、医療従事者の安全性にも配慮する。 

③ 医学知識と問題対応能力 

【一般目標】 

最新の医学及び医療に関する知識を獲得し、自らが直面する診療上の問題について、科学

的根拠に経験を加味して解決を図る。 

④ 診療技能と患者ケア 

【一般目標】 

臨床技能を磨き、患者の苦痛や不安、考え・移行に配慮した診療を行う。 
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⑤ コミュニケーション能力 

【一般目標】  

患者の心理・社会的背景を踏まえて、患者や家族と良好な関係性を築く。 

⑥ チーム医療の実践 

【一般目標】  

医療従事者をはじめ、患者や家族に関わる全ての人々の役割を理解し、連携を図る。 

⑦ 社会における歯科医療の実践 

【一般目標】  

医療の持つ社会的側面の重要性を踏まえ、各種医療制度・システムを理解し、地域社会に

貢献する。 

⑧ 科学的探究 

【一般目標】  

医学及び医療における科学的アプローチを理解し、学術活動を通じて、医学及び医療の発

展に寄与する。 

⑨ 生涯にわたって共に学ぶ姿勢 

【一般目標】  

医療の質の向上のために省察し、他の歯科医師・医療者と共に研鑽しながら、後者の育成

にも携わり、生涯にわたって自律的に学び続ける。 

 

(3) 基本的診療能力等 

① 基本的診察・検査・判断・診療計画 

【行動目標】 
研 修 内

容・方法 

目 標 

症例数 
指導体制 

症例数の

数え方 

評価方法

及び終了

認定基準 

(ｱ) 患者の心理的・社会的背景

を考慮した上で、適切に医療

面接を実施する。 

初診患者

に対して

医療面接

を実施す

る。 

10症例 

指導歯科

医がアシ

ストにつ

い て 行

う。 

初診医療

面接を行

った患者

を 1 症例

と 数 え

る。 

研修実績

記録を用

い自己評

価 の 上

で、指導

歯科医と

他職種に

よる評価

を行う。 

目標症例

数以上の

経験が必

要。 

(ｲ) 全身状態を考慮した上で、

顎顔面及び口腔内の基本的

な診察を実施し、診察所見を

解釈する。 

(ｳ) 診察所見に応じた適切な

検査を選択、実施し、検査結

果を解釈する。 

(ｴ) 病歴聴取、診察所見及び検

査結果に基づいて歯科疾患

の診断を行う。 

担当する

患者への

説明と適

格なカル

テ記載、

治療計画

立案、治

療同意を

実施する 

10症例 

患者配当

型にて指

導歯科医

と連携し

て行う 

一口腔単

位 の 診

断、治療

計 画 説

明、治療

同意を行

った担当

患者を 1

症例と数

える。 

(ｵ) 診断結果に基づき、患者の

状況・状態を総合的に考慮し

た上で、考え得る様々な一口

腔単位の診療計画を検討し、

立案する。 
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(ｶ) 必要な情報を整理した上

で、わかりやすい言葉で十分

な説明を行い、患者及び家族

の意思決定を確認する。 

 

 

② 基本的臨床技能等 

【行動目標】 
研 修 内

容・方法 

目 標 

症例数 
指導体制 

症例数の

数え方 

評価方法

及び終了

認定基準 

(ｱ) 一般的な歯科疾患を予防

するための口腔衛生指導、基

本的な手技を実践する。 
担当する

患者への

指導・治

療・管理

を実践す

る。 

口腔保健

センター

症例報告

を含む。 

10症例 

患者配当

型で指導

歯科医と

連携して

行う。 

実践した

指導・治

療・管理

をカルテ

記載し、

担当患者

を 1 症例

とする。 

 

研修実績

記録を用

い自己評

価 の 上

で、指導

歯科医と

他職種に

よる評価

を行う。 

目標症例

数以上の

経験が必

要。 

(ｲ) 一般的な歯科疾患に対応

するために必要となる基本

的な治療及び管理を実践す

る。 

a.歯の硬組織疾患 

b.歯髄疾患 

c.歯周病 

d.口腔外科疾患 

e.歯質と歯の欠損 

f.口腔機能の発達不全、 

口腔機能の低下 

(ｳ) 基本的な応急処置を実践

する。 

担当患者

への応急

処置、安

全な治療

への配慮

を実践す

る。また、

院内研修

会 の 受

講。 

10症例 

指導歯科

医による

サ ポ ー

ト。 

(ｴ) 歯科診療を安全に行うた

めに必要なバイタルサイン

を観察し、全身状態を評価す

る。 

(ｵ) 診療に関する記録や文書

（診療録、処方せん、歯科技

工指示書等）を作成する。 

(ｶ) 医療事故の予防に関する

基本的な対策について理解

し、実践する。 
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③ 患者管理 

【行動目標】 
研 修 内

容・方法 

目 標 

症例数 
指導体制 

症例数の

数え方 

評価方法

及び終了

認定基準 

(ｱ) 歯科治療上問題となる全

身的な疾患、服用薬剤等につ

いて説明する。 

担当患者

の身体状

況を把握

し対応し

実践する 

指導歯科

医のアシ

ストにて

患者管理

について

知る。 

10症例 

 

口腔保健

センター

症例報告

を含む。 

指導歯科

医による

サ ポ ー

ト。 

担当患者

を 1症例 

 

指導歯科

医のアシ

ストをし

た患者を

1 症例。 

研修実績

記録を用

い自己評

価 の 上

で、指導

歯科医と

他職種に

よる評価

を行う。 

目標症例

数以上の

経験が必

要。 

(ｲ) 患者の医療情報等につい

て、必要に応じて主治の医師

等と診療情報を共有する。 

(ｳ) 全身状態に配慮が必要な

患者に対し、歯科治療中にバ

イタルサインのモニタリン

グを行う。 

(ｴ) 歯科診療時の主な併発症

や偶発症への基本的な対応

法を実践する。 

 

 

④ 患者の状態に応じた歯科医療の提供 

【行動目標】 
研 修 内

容・方法 

目 標 

症例数 
指導体制 

症例数の

数え方 

評価方法

及び終了

認定基準 

(ｱ) 妊娠期、乳幼児期、学齢期、

成人期、高齢期の患者に対し、

各ライフステージに応じた歯

科疾患の基本的な予防管理、口

腔機能管理について理解し、実

践する。 

担当患者

の予防・

口腔機能

管理、歯

科医療の

実践。 

（ ( ｳ )は

口腔保健

センター

で実践す

る。） 

 

10症例 

 

(ｱ)～(ｴ)

組 合 わ

せ。口腔

保健セン

ター研修

内容症例

報告を含

む。 

1

症

例 

指導歯科

医による

サ ポ ー

ト。 

担当患者

1 症例。 

 

指導歯科

医のアシ

ストをし

た患者を

1 症例。 

研修実績

記録を用

い自己評

価 の 上

で、指導

歯科医と

他職種に

よる評価

を行う。 

目標症例

数以上の

経験が必

要。 

(ｲ) 各ライフステージ及び全

身状態に応じた歯科医療を実

践する。 

(ｳ) 在宅療養患者等に対する

訪問歯科診療を経験する。 

(ｴ) 障害を有する患者への対

応を実践する。 
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(4) 歯科医療に関連する連携と制度の理解等 

① 歯科専門職の連携 

【行動目標】 
研 修 内

容・方法 

目 標 

症例数 
指導体制 

症例数の

数え方 

評価方法

及び終了

認定基準 

(ｱ) 歯科衛生士の役割を理解

し、予防処置や口腔衛生管理等

の際に連携を図る。 
担当患者

で歯科衛

生士との

連携にて

診療を進

める 

10症例 

 

（ ( ｱ )及

び ( ｲ )の

組み合わ

せ可。） 

指導歯科

医による

サ ポ ー

ト。 

担当医と

して配当

され、連

携を図れ

たものを

1 症例と

する。 

研修実績

記録を用

い自己評

価 の 上

で、指導

歯科医と

他職種に

よる評価

を行う。 

目標症例

数以上の

経験が必

要。 

(ｲ) 歯科技工士の役割を理解

し、適切に歯科技工指示書を作

成するとともに、必要に応じて

連携を図る。 

(ｳ) 多職種によるチーム医療

について、その目的、各職種の

役割を理解した上で、歯科専門

職の役割を理解し、説明する。 

NST回診、

摂食嚥下

チーム回

診、緩和

ケアチー

ム回診、

頭頸部腫

瘍カンフ

ァなどに

参 加 す

る。 

10症例 

指導歯科

医による

サ ポ ー

ト。 

参加経験

症例を 1

症例とす

る。 

 

 

② 多職種連携、地域医療 

【行動目標】 
研 修 内

容・方法 

目 標 

症例数 
指導体制 

症例数の

数え方 

評価方法

及び終了

認定基準 

(ｱ) 地域包括ケアシステムに

ついて理解し、説明する。 
症例検討

会で発表

する 

1症例 

指導歯科

医のサポ

ート 

発表 1 回

を 1 症例

とする 

研修実績

記録を用

い自己評

価 の 上

で、指導

歯科医と

他職種に

よる評価

を行う。 

目標症例

数以上の

経験が必

要。 

(ｲ) 地域包括ケアシステムに

おける歯科医療の役割を説明

する。 

(ｳ) 在宅療養患者や介護施設

等の入所者に対する介護関係

職種が関わる多職種チームに

ついて、チームの目的を理解

し、参加する。 

担当患者

を持ち、

携・経験

を実践す

る。 

口腔保健

10症例 

 

(ｳ)～(ｷ)

に参加し

実践した

もの、口

指導歯科

医のサポ

ート。 

(ｳ)～(ｷ)

の連携し

た経験、

症例報告

を 1 症例

と 数 え
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(ｴ) 訪問歯科診療の実施にあ

たり、患者に関わる医療・介護

関係職種の役割を理解し、連携

する。 

センター

研修参加

により訪

問歯科診

療の研修

を行う。 

腔保健セ

ンター研

修内容症

例報告を

1 症例含

む。 

る。 

(ｵ) がん患者等の周術期等口

腔機能管理において、その目的

及び各専門職の役割を理解し

た上で、多職種によるチーム医

療に参加し、基本的な口腔機能

管理を経験する。 

(ｶ) 歯科専門職が関与する多

職種チーム（例えば栄養サポー

トチーム、摂食嚥下リハビリテ

ーションチーム、口腔ケアチー

ム等）について、その目的及び

各専門職の役割を理解した上

で、チーム医療に参加し、関係

者と連携する。 

(ｷ) 入院患者の入退院等にお

ける多職種支援について理解

し、参加する。 

 

 

③ 地域保健 

【行動目標】 
研 修 内

容・方法 

目 標 

症例数 
指導体制 

症例数の

数え方 

評価方法

及び終了

認定基準 

(ｱ) 地域の保健・福祉の関係機

関、関係職種を理解し、説明

する。 
保健所研

修と研修

内容の症

例検討会

発表 

( ｱ )及び

( ｲ )合わ

せ 1症例 

指導歯科

医のサポ

ート 

検討会を

1 回行っ

たものを

1 症例と

する。 

研修実績

記録を用

い自己評

価 の 上

で、指導

歯科医と

他職種に

よる評価

を行う。 

目標症例

数以上の

経験が必

要。 

(ｲ) 保健所等における地域歯

科保健活動を理解し、説明す

る。 

(ｳ) 保健所等における地域歯

科保健活動を経験する。 
保健所研

修におい

て活動・

検診を経

験する 

( ｳ )及び

( ｴ )合わ

せ 1症例 

指導歯科

医のサポ

ート 

研修先で

実施した

ものを 1

症例とす

る。 
(ｴ) 歯科検診を経験し、地域住

民に対する健康教育を経験

する。 
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④ 歯科医療提供に関連する連携と制度の理解 

【行動目標】 
研 修 内

容・方法 

目 標 

症例数 
指導体制 

症例数の

数え方 

評価方法

及び終了

認定基準 

(ｱ) 医療法や歯科医師法をは

じめとする医療に関する法

規及び関連する制度の目的

と仕組みを理解し、説明す

る。 

院内研修

会を受講

する。研

修内容を

発 表 す

る。 

1症例 

指導歯科

医のサポ

ート 

研修会受

講 1 回と

発表 1 回

を合わせ

1 症例 
研修実績

記録を用

い自己評

価 の 上

で、指導

歯科医と

他職種に

よる評価

を行う。 

目標症例

数以上の

経験が必

要。 

(ｲ) 医療保険制度を理解し、適

切な保険診療を実践する。 

院内研修

会にて受

講し研鑽

する。レ

セプト点

検を実施

する。 

1症例 

指導歯科

医のサポ

ート 

レセプト

点検の症

例の発表

1 回を 1

症例 

(ｳ) 介護保険制度の目的と仕

組みを理解し、説明する。 

院内研修

会を受講

する。研

修内容を

発 表 す

る。 

1症例 

指導歯科

医のサポ

ート 

発表 1 回

を 1症例 

 

 

５ ローテーション（期間割）※外部の研修施設での研修は１ヵ月未満で実施予定 

 

 

 

 

 

 

６ プログラム責任者 

歯科口腔外科 部長  新田 哲也 

 

 

７ プログラム管理体制 

臨床研修施設内に研修管理委員会を設置し、研修プログラムの管理、研修計画の実施、研修医の

管理・評価、採用時の研修希望者の評価など臨床研修の実施の統括管理を行う。 

(1) 研修管理委員会の名称 

鹿児島市立病院歯科臨床研修病院群研修管理委員会 

 

 

 

 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

市立病院

基礎研修
市立病院（地域医療、地域保健、訪問歯科を除く）、外部研修施設（地域医療、地域保健、訪問歯科）
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(2) 研修管理委員会の構成 

① 委員長（総括責任者、鹿児島市立病院長） 

② 副委員長（臨床研修実施責任者、プログラム責任者） 

③ 鹿児島市立病院医師臨床研修実施責任者 

④ 協力型（Ⅱ）研修施設及び研修協力施設の研修実施責任者 

⑤ 看護部門の責任者 

⑥ コ・メディカル部門の責任者 

⑦ 事務部門の責任者 

⑧ 外部委員 

⑨ その他必要と認める鹿児島市立病院の医師・歯科医師 

 

(3) 研修管理委員会の構成員 

① 坪内 博仁（鹿児島市立病院長、研修管理委員会委員長） 

② 新田 哲也（鹿児島市立病院歯科口腔外科部長、研修管理委員会副委員長、鹿児島市立病院

歯科医師臨床研修実施責任者） 

③ 上塘 正人（鹿児島市立病院病院長補佐、鹿児島市立病院医師臨床研修実施責任者） 

④ 選 考 中（鹿児島県歯科医師会立口腔保健センター長、研修実施責任者） 

⑤ 新中須真奈（鹿児島市保健所 主幹、研修実施責任者） 

⑥ 上村 聡美（鹿児島市立病院看護部長、看護部門責任者） 

⑦ 有馬 純子（鹿児島市立病院薬剤部長、コ・メディカル部門責任者） 

⑧ 新穂 昌和（鹿児島市立病院事務局長、事務部門責任者） 

⑨ 田口 則宏（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科教授、外部委員） 

⑩ 上稲葉 隆（鹿児島市歯科医師会副会長、外部委員） 

⑪ 平原 成浩（鹿児島市立病院歯科口腔外科科長） 

 

(4) 研修管理委員会の業務 

① 研修プログラムの全体的な管理 

② 研修歯科医の全体的な管理 

③ 研修歯科医の研修状況の評価 

④ 採用時における研修希望者の評価 

⑤ 研修後又は研修中断後の進路に係る相談等の支援 

⑥ その他臨床研修に関すること 

 

 

８ 指導体制 

(1) 総括責任者 

坪内 博仁（鹿児島市立病院長、研修管理委員会委員長） 

(2) 臨床研修実施責任者 

① 新田 哲也（鹿児島市立病院 歯科口腔外科 部長、研修管理委員会副委員長） 

② 選 考 中（鹿児島県歯科医師会立口腔保健センター長、協力型（Ⅱ）研修施設） 

③ 新中須真奈（鹿児島市保健所 主幹、研修協力施設） 

(3) プログラム責任者 

鹿児島市立病院 歯科口腔外科 部長 新田 哲也 

(4) 指導歯科医 

① 新田 哲也（鹿児島市立病院 歯科口腔外科 部長） 

② 平原 成浩（鹿児島市立病院 歯科口腔外科 科長） 

③ 選 考 中（鹿児島県歯科医師会立口腔保健センター長） 

④ 新中須真奈（鹿児島市保健所 主幹） 
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(5) 上級歯科医 

上記指導体制のほかに、指導歯科医が研修歯科医を直接指導するだけでなく、指導歯科医の指

導監督の下で上級歯科医（研修歯科医よりも臨床経験の長い歯科医師をいう。）が研修歯科医を直

接指導する、いわゆる「屋根瓦方式」による指導を行う。 

 

 

９ 研修方法 

(1) 研修歯科医は、当臨床研修施設の研修プログラムに従い１年間の研修を受ける。 

研修での指導にあたっては、主に当院の３人の指導歯科医及び上級歯科医が、研修歯科医を３か

月単位でマンツーマン指導を行う。 

(2) 研修開始前に各研修歯科医に研修到達目標を配付する。また、研修歯科医は、インターネット

を用いた評価システム（ＤＥＢＵＴ２システム）にて、研修の進捗状況を随時記録する。 

(3) 病院全体又は診療科において開催されるＣＰＣ、カンファレンス、症例検討会、抄読会及び病

棟回診等には参加すること。 

 

 

10 研修の評価 

(1) 研修歯科医は、研修修了時に到達目標の到達状況について、インターネットを用いた評価シス

テム（ＤＥＢＵＴ２システム）にて自己評価を行い、研修管理委員会に提出する。 

(2) 指導歯科医は、担当する分野における研修期間中、研修歯科医ごとに臨床研修の到達目標の到

達状況を把握し、担当する分野における研修期間の修了後に、インターネットを用いた評価シス

テム（ＤＥＢＵＴ２システム）にて研修歯科医の評価を行う。研修歯科医に関わる多職種からの

多面的評価も併せて行い、研修管理委員会に提出する。 

(3) 研修管理委員会は、研修歯科医本人から提出された到達状況と指導歯科医から提出された研修

歯科医評価等を総合して総括評価を行う。 

(4) 分野ごとの研修修了の際に、指導歯科医を始めとする歯科医師及び歯科医師以外の医療職が、

別紙の研修歯科医評価票を用いて、到達目標の達成度を評価し、研修管理委員会で保管する。ま

た、到達目標の達成度について、少なくとも年２回、プログラム責任者又は研修管理委員会委員

による研修歯科医に対する形成的評価を行う。 

 

 

11 研修の中断 

(1) 研修管理委員会は、歯科医師としての適正を欠く場合など研修歯科医が臨床研修を継続するこ

とが困難であると認める場合は、当研修歯科医がそれまでに受けた臨床研修に係る評価を行い、

鹿児島市立病院長に当研修歯科医の臨床研修を中断することを勧告することができる。 

(2) 鹿児島市立病院長は、11(1)の勧告又は研修歯科医の申し出を受けて、当研修歯科医の臨床研修

を中断することができる。 

(3) 鹿児島市立病院長は、研修歯科医の臨床研修を中断した場合には、当研修歯科医の求めに応じ

て、当研修歯科医に対して臨床研修中断証を交付する。 
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12 研修修了の認定 

(1) 研修管理委員会は、研修歯科医の評価を行った場合は、鹿児島市立病院長に研修歯科医の評価

を報告する。 

各項目に示した目標症例数について、症例のカウントは、医療面接から診断の流れや診断から

治療の流れを連続して経験した場合に、行動目標を達成した１症例とする。行動目標に応じて最

低１０例以上は経験を必要とする（但し歯科医療に関連する連携と制度の理解等の項目では最低

１例以上とする項目あり）。レポート作成や経験症例報告発表、症例検討会での発表などによって、

経験を補えた場合には経験症例として認定する。 

(2) 鹿児島市立病院長は、12(1)の評価に基づき、研修歯科医が臨床研修を修了したと認めるときは

歯科臨床研修修了証を授与し、研修歯科医が臨床研修を修了していないと認めるときはその旨を

文書で通知する。 

 

 

13 卒後臨床研修後の進路について 

鹿児島市立病院においては、卒後歯科臨床研修修了後に認定医・専門医の取得を目的とした専門

研修の制度はありません。 

 

 

14 募集定員並びに募集及び採用の方法 

(1) 募集定員 

２人 

 

(2) 応募資格 

応募資格については、下記の①及び②の両方の要件を満たさなければならないものとする。 

① 令和６年３月に大学歯学部もしくは歯科大学の卒業見込みの者または卒業している者で令和

６年実施の歯科医師国家試験を受験し、歯科医師免許取得見込みの者。または、令和５年実施

の歯科医師国家試験に合格し、歯科医師免許を取得している者で、歯科医師臨床研修施設にお

いて未だ臨床研修を受けていない者。 

② 厚生労働省が指定する実施主体（歯科医師臨床研修マッチング協議会）が行うマッチングシ

ステムに参加する者。 

 

(3) 応募書類（予定） 

① 受験申込書（所定様式） 

② 受験票（所定様式） 

③ 履歴書（所定様式） 

④ 卒業証明書又は卒業見込み証明書 

⑤ 成績証明書 

⑥ 歯科医師免許を取得している者については、歯科医師免許証の写し 

⑦ ８４円切手を貼った宛先明記の返信用封筒（長３型封筒） 

※ 返信用の宛名は「〇〇様」で記入してください。 

 

(4) 応募方法 

① (3)の応募書類を一括して締切日までに提出先に提出すること。 

② 応募締切時期：令和５年８月１０日（木） 

※ 郵送の場合は、締切日当日までの消印のあるものに限り受け付ける。 

③ 郵送で申し込むときは、封筒の表に「研修歯科医受験申込書在中」と朱書きすること。 
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(5) 選考方法 

ＳＰＩ３による総合検査、面接試験及び筆記試験（小論文） 

 

(6) 選考日時 

令和５年８月２６日（土）午前８時３０分開始 

※ 予備日：令和５年９月２日（土）午前８時３０分開始 

※ 受験者数や自然災害等により、選考日時が上記予備日へ変更となることがあります。 

 

(7) 選考会場 

鹿児島市立病院 

 

(8) 研修期間 

令和６年４月から令和７年３月の１年間 

※上記期間内に研修修了基準に達しない場合は、研修期間を延長します。 

 

(9) 採用方法 

14(2)に記載のマッチングシステムの結果に基づき採用を行います。 

なお、卒業できなかった場合及び歯科医師国家試験に不合格となった場合は、採用を取り消し

ます。 

 

(10) 問い合わせ先及び提出先 

〒８９０－８７６０ 

鹿児島市上荒田町３７番１号 

鹿児島市立病院 総務課 職員係 

TEL：０９９－２３０－７００２ 

FAX：０９９－２３０－７０７０ 

 

 

15 研修歯科医の処遇 

(1) 身分 

会計年度任用職員（一般職の非常勤職員） 

 

(2) 給与（令和５年４月現在） 

給与は「基本給＋諸手当」となります。 

【基本給】 

月額１９０，６００円 

【諸手当】 

① 通勤手当    常勤職員と同様一定条件を満たす場合に支給 

② 期末手当    約２９０，０００円（年間１．５６月分） 

③ 退職手当    約７０，０００円 

※ 常勤職員と同様一定条件を満たす場合に支給 

④ 時間外勤務手当 基本給に応じた時間単価による 

⑤ 休日勤務手当  同上 

 

(3) 勤務時間（当直予定なし、時間外勤務については 15(2)に記載のとおり手当支給あり） 

８：３０～１７：１５ 

 

(4) 休憩時間 

１２：００～１３：００ 
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(5) 休暇 

土曜日、日曜日、祝日及び年末年始 

年次有給休暇（１０日）、夏季休暇（３日）、産前産後休暇、忌引休暇、病気休暇等あり 

 

(6) 研修歯科医ルーム 

医科の研修医との共用 

デスク・ロッカーともに個人用あり 

 

(7) 宿舎及び病院内個室 

○ 宿舎      なし 

○ 休憩室、仮眠室 あり 

 

(8) 社会保険・労働保険 

○ 公的医療保険    鹿児島県市町村職員共済組合へ加入 

○ 公的年金保険    厚生年金保険へ加入 

○ 労働者災害補償保険 適用あり 

○ 雇用保険      適用あり 

 

(9) 健康管理 

健康診断 年２回 

インフルエンザ予防接種の実施あり 

 

(10) 歯科医師賠償責任保険 

個人責任に関する賠償責任保険は任意加入 

※ 病院責任に関する賠償責任保険は当院において加入済み。 

 

(11) 外部の研修活動 

○ 学会・研究会等への参加        認める 

○ 学会・研究会等への参加費用支給の有無 有（ただし、演者として参加する場合のみ） 

 

(12) アルバイトの禁止 

歯科医師法第１６条の３にて、「臨床研修を受けている歯科医師は、臨床研修に専念し、その

資質の向上を図るように努めなければならない。」と規定されていることから、研修期間中のア

ルバイトは禁止。 
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